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建材・住宅設備産業の取引適正化に係る現状
• 建材・住宅設備産業において、下請振興法に基づく振興基準に規定する発注側企業が⾏う対価
の決定の⽅法等の在り⽅等について問題となる事例、また独占禁⽌法における優越的地位の濫
⽤、下請法に規定する買いたたきや、不当な経済上の利益の提供要請といった事例が⾒受けら
れる。

＜関係条⽂抜粋＞
（振興基準）
第４対価の決定の⽅法、納品の検査の⽅法その他取引条件の改善に関する事項
１対価の決定の⽅法の改善
⑴取引対価は、合理的な算定⽅式に基づき、下請事業者の適正な利益を含み、下請事業者における賃⾦の引上げ、労働時間の短縮等の労働条

件の改善が可能となるよう、親事業者及び下請事業者が⼗分に協議して決定するものとする。

（独占禁⽌法）
第⼆条⑨五 ⾃⼰の取引上の地位が相⼿⽅に優越していることを利⽤して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する⾏為をする
こと。
イ 継続して取引する相⼿⽅（新たに継続して取引しようとする相⼿⽅を含む。ロにおいて同じ。）に対して、当該取引に係る商品⼜は役務以

外の商品⼜は役務を購⼊させること。
ロ 継続して取引する相⼿⽅に対して、⾃⼰のために⾦銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
ハ 取引の相⼿⽅からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相⼿⽅から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相⼿⽅に引き取ら

せ、取引の相⼿⽅に対して取引の対価の⽀払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相⼿⽅に不利益となるように取引の条件を設定し、
若しくは変更し、⼜は取引を実施すること。

（下請法）
第四条 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号（役務提供委託をした場合にあつては、第⼀号及び第四号を除く。）
に掲げる⾏為をしてはならない。
五 下請事業者の給付の内容と同種⼜は類似の内容の給付に対し通常⽀払われる対価に⽐し著しく低い下請代⾦の額を不当に定めること。

２ 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号（役務提供委託をした場合にあつては、第⼀号を除く。）に掲げる⾏為を
することによつて、下請事業者の利益を不当に害してはならない。
三 ⾃⼰のために⾦銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
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建材・住宅設備産業の取引適正化に係る現状
事例１：優越的地位の濫⽤

• 「労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストの上昇分の取引価格への反映の必要性につ
いて、価格の交渉の場において明⽰的に協議することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこ
と」に該当する⾏為を⾏っていた。

【※公正取引委員会より社名公表】

公正取引委員会ウェブサイト独占禁⽌法Ｑ＆Ａ Ｑ２０（抜粋）
（https://www.jftc.go.jp/dk/dk_qa.html#cmsQ20）

取引上の地位が相⼿⽅に優越している事業者が、取引の相⼿⽅に対し、⼀⽅的に、著しく低い対価での取引
を要請する場合には、優越的地位の濫⽤として問題となるおそれがあり、具体的には、
1. 労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストの上昇分の取引価格への反映の必要性について、価格
の交渉の場において明⽰的に協議することなく、従来どおりに取引価格を据え置くこと

2. 労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストが上昇したため、取引の相⼿⽅が取引価格の引上げを
求めたにもかかわらず、価格転嫁をしない理由を書⾯、電⼦メール等で取引の相⼿⽅に回答することなく、
従来どおりに取引価格を据え置くこと

は、優越的地位の濫⽤として問題となるおそれがある。 4



建材・住宅設備産業の取引適正化に係る現状
事例２：返品の禁⽌及び不当な経済上の利益の提供要請の禁⽌

（返品）
• 部品を受領した後、当該部品に係る受⼊検査を⾏っていないにもかかわらず、瑕疵があるこ
とを理由として、下請事業者に対し部品を返品した。

• 部品を返品するに当たり、瑕疵がある部品と合わせて納⼊された同仕様の部品について、下
請事業者に対し、複数回にわたり⾃⼰のために無償で瑕疵がない部品と瑕疵がある部品に仕分
けさせていた。

（不当な経済上の利益の提供要請（⾦型等の無償保管））
• 下請事業者に対して⾃社が所有する⾦型等を貸与していたところ、当該⾦型等を⽤いて製造す
る部品の発注を⻑期間⾏わないにもかかわらず、下請事業者に対し⾦型等を⾃⼰のために無償
で保管させていた。
【※公正取引委員会より勧告】

（下請法）
第四条親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号（役務提供委託をした場合にあつては、第⼀号及び第四号を除
く。）に掲げる⾏為をしてはならない。
四 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付を受領した後、下請事業者にその給付に係る物を引き取らせること。

２親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号（役務提供委託をした場合にあつては、第⼀号を除く。）に掲げる⾏
為をすることによつて、下請事業者の利益を不当に害してはならない。
三 ⾃⼰のために⾦銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。 5



建材・住宅設備産業の取引適正化に係る現状
• 令和7年3⽉、⽵内経済産業⼤⾂政務官より⽇本建材・住宅設備産業協会に対して、業界を挙げ
ての下請法遵守の徹底やサプライチェーン全体での価格転嫁等ハイレベル要請を実施。

• 具体的には、下請法の対象・対象外に関わらず、取引において受注者の利益を損ね、価格転嫁
を阻害する商慣習の⾒直しに努めること、発注者である建設業界に対しては、政府としても働
きかけを⾏うこと、サプライチェーンの先まで価格転嫁を浸透させるような、直接の取引先の
更に先の取引先まで配慮した価格決定に会員各社が取り組めるよう促すこと、政府としては、
建設業界を含め、特にサプライチェーンの頂点となる業界や企業には、価格転嫁の⽅針を具体
的に⽰し、発信していただくよう要請している。これまで以上に価格交渉を申し出しやすい環
境の醸成への協⼒を依頼。

• ⽇本建材・住宅設備産業協会瀬⼾会⻑より、価格転嫁・取引適正化の重要性は認識しており、
サプライチェーン全体に価格転嫁・取引適正化を浸透させることが重要。建材・住宅設備業界
は、住宅・建築物のサプライチェーンの中間に位置する業界。サプライチェーンの川下の企
業・業界においても率先した取組が促進されるよう、政府においても対応をお願いしたい。

• 令和7年2⽉、⽇本建設業連合会をはじめとする建設業界、3⽉に住宅⽣産団体連合会に対して、
国⼟交通省より商習慣の⾒直し、サプライチェーン全体での価格転嫁、パートナーシップ構築
宣⾔の実⾏及び宣⾔拡⼤等を要請。 6



7

（参考）価格転嫁・取引適正化に関する今後の取組について（４⽉要請）
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（参考）
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（参考）
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（参考）
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建材・住宅設備業界の価格交渉・価格転嫁の状況（価格交渉促進⽉間（2025年9⽉）フォローアップ調査結果）

出典：中⼩企業庁価格交渉促進⽉間（2025年9⽉）フォローアップ調査結果（https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/follow-up/dl/202509/result_01.pdf）

建材・住宅設備分野におけるアンケートでは、「コスト増や数量減を説明し、値引き要請を回避し製品代を据え置いても
らっている。」「発注企業がコスト上昇を理解し、情報共有で交渉に応じ、⼯賃設定も納得感がある」という回答がある
⼀⽅、「発注元がロイヤリティを徴収し、部品費も弊社負担で業務負担が過⼤になっている」「価格交渉が打ち切られ、
⽀払遅延や品質劣化の押し付けで利益率が悪化している。」との厳しい回答もあった。引き続き、業界を挙げて、サプラ
イチェーン全体での価格転嫁・取引適正化を粘り強く進めていく必要がある。



12

建材・住宅設備業界の価格交渉・価格転嫁の状況（価格交渉促進⽉間（2025年9⽉）フォローアップ調査結果）

出典：中⼩企業庁価格交渉促進⽉間（2025年9⽉）フォローアップ調査結果（https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/follow-up/dl/202509/result_01.pdf）

• 「建材・住宅設備」の価格転嫁率は、47.2％と前回調査時（46.6％、25年3⽉）よりわずかに上昇するも、業種平均
53.5％を下回る。

※（）内は前回の転嫁率を⽰す
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下請法改正について
• 令和7年5⽉16⽇「下請代⾦⽀払遅延等防⽌法及び下請中⼩企業振興法の⼀部を改正する法
律」が成⽴し、改正下請法（取適法）及び改正下請振興法（振興法）が令和8年1⽉1⽇に施⾏

法律の題名・⽤語の変更
＜改正事項＞

適⽤対象の拡⼤

 適⽤基準に「従業員基準」を追加
従来の資本⾦基準に加え、従業員基準（300⼈、100⼈）が追加され、規制及び保護の対象が拡充
 対象取引に「特定運送委託」を追加
適⽤対象となる取引に、製造等の⽬的物の引渡しに必要な運送の委託が追加 14



下請法改正について

禁⽌⾏為の追加

⾯的執⾏の強化

 事業所管省庁に指導・助⾔権限を付与
事業所管省庁において、指導及び助⾔ができるようになるほか、報復措置の禁⽌に係る情報提供先にも事業
所管省庁を追加

 「協議に応じない⼀⽅的な代⾦決定」を禁⽌
代⾦に関する協議に応じないことや、必要な説明を⾏わないことなど、⼀⽅的な代⾦決定が禁⽌
 「⼿形払」等を禁⽌
⼿形払が禁⽌されるとともに、その他の⽀払⼿段（電⼦記録債権等）についても、⽀払期⽇までに代⾦相当
額満額を得ることが困難なものが禁⽌

その他

 製造委託の対象物品に⾦型以外の型等が追加。
 書⾯交付義務について、中⼩受託事業者の承諾の有無にかかわらず、電⼦メールなどの電磁的⽅法による
⽅法とすることが可能

15

＜改正事項＞



下請法改正について
適⽤対象取引 ①取引の内容と②資本⾦基準⼜は従業員基準から規定
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下請法改正について
義務・禁⽌事項 委託事業者には、４つの義務と11の禁⽌⾏為が課されている。

17



18

１．建材・住宅設備産業の取引適正化に係る現状

２．下請法改正について

３．建材・住宅設備産業取引ガイドラインの主要改訂ポイント



建材・住宅設備産業取引ガイドライン主要改訂ポイント①
○全般
 法律名称・⽤語の改正を反映（「下請」等の⽤語の⾒直し）

＜改訂理由＞
• 本法における「下請」という⽤語は、発注者と受注者が対等な関係ではないという語感を与え
るとの指摘がある。

• 時代の変化に伴い､発注者である⼤企業の側でも「下請」という⽤語は使われなくなっている。
＜改訂内容＞
・⽤語について、以下のとおり改正する。
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建材・住宅設備産業取引ガイドライン主要改訂ポイント②
○はじめに
 ⼤企業間取引や中⼩企業間取引を含めたサプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させ
ることの重要性を⽰唆

 前回改訂以降の施策の動き及び今般の法改正について追記
 その他、⽂⾔修正を実施

20

建材・住宅設備産業取引ガイドライン主要改訂ポイント③
○取適法の適⽤範囲と規制内容 Ⅰどのような取引に取適法が適⽤されるのか
 適⽤要件に「従業員基準」を追加
＜改訂理由＞
• 実質的には事業規模は⼤きいものの資本⾦が少額である事業者や、減資をすることによって、
本法の対象とならない例がある。

• 本法の適⽤を逃れるため、受注者に増資を求める発注者が存在する。
＜改訂内容＞
• 具体的な基準については、本法の趣旨や運⽤実績、取引の実態、事業者にとっての分かりや
すさ、既存法令との関連性等の観点から、従業員数300⼈（製造委託等）⼜は100⼈（役務
提供委託等）を基準とする。



建材・住宅設備産業取引ガイドライン主要改訂ポイント④
○取適法の適⽤範囲と規制内容 Ⅰどのような取引に取適法が適⽤されるのか

21

 取適法適⽤内容の「製造委託」の対象物品を追加
＜改訂理由＞
• 物品等の製造に⽤いられる⾦型のみが製造委託の対象物とされており、⽊型、治具等につい
ては、製造委託の対象物とされていない。

＜改訂内容＞
• 「専らこれらの製造に⽤いる⾦型、⽊型その他の物品の成形⽤の型若しくは⼯作物保持具そ
の他の特殊な⼯具」を追加する。

 取適法適⽤内容に「特定運送委託」を追加
＜改訂理由＞
• 発荷主から元請運送事業者への委託は、本法の対象外（独占禁⽌法の物流特殊指定で対応）。
• ⽴場の弱い物流事業者が、荷役や荷待ちを無償で⾏わされているなど、荷主・物流事業者間
の問題が顕在化している。

＜改訂内容＞
• 発荷主が運送事業者に対して物品の運送を委託する取引を、本法の対象となる新たな類型と
して追加し、機動的に対応できるようにする。



建材・住宅設備産業取引ガイドライン主要改訂ポイント⑤
○取適法の適⽤範囲と規制内容 Ⅲ取適法違反のペナルティ
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 事業所管省庁の主務⼤⾂に指導・助⾔権限を付与する旨を追記
＜改訂理由＞
• 現在、事業所管省庁には調査権限のみが与えられているが、公正取引委員会、中⼩企業庁、
事業所管省庁の連携した執⾏をより拡充していく必要がある。

• 事業所管省庁（「トラック・物流Gメン」など）に通報した場合、本法の「報復措置の禁
⽌」の対象となっていない。

＜改訂内容＞
• 事業所管省庁の主務⼤⾂に指導・助⾔権限を付与する。
• 中⼩受託事業者が申告しやすい環境を確保すべく、「報復措置の禁⽌」の申告先として、現
⾏の公正取引委員会及び中⼩企業庁⻑官に加え、事業所管省庁の主務⼤⾂を追加する。

建材・住宅設備産業取引ガイドライン主要改訂ポイント⑥
○消費税転嫁対策特別措置法の適⽤範囲と規制内容
 消費税転嫁対策特別措置法に係る記載を削除



建材・住宅設備産業取引ガイドライン主要改訂ポイント⑦
○取引段階ごとの対応 Ⅰ⾒積
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 「協議を適切に⾏わない⼀⽅的な対価の決定の禁⽌」を追記
＜改訂理由＞
• コストが上昇している中で、協議することなく価格を据え置いたり、コスト上昇に⾒合わな
い価格を⼀⽅的に決めたりするなど、上昇したコストの価格転嫁についての課題がみられる。

• そのため、適切な価格転嫁が⾏われる取引環境の整備が必要。
＜改訂内容＞
• 「市価」の認定が必要となる買いたたきとは別途、対等な価格交渉を確保する観点から、中
⼩受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、協議に応じなかったり、委託事
業者が必要な説明を⾏わなかったりするなど、⼀⽅的に代⾦を決定して、中⼩受託事業者の
利益を不当に害する⾏為を禁⽌する規定を新設する。

 「労務費の指針による価格決定」、「適切なコスト増加分の全額転嫁」、「合理性等を⽋く
原価低減要請の禁⽌」に係る事項を追記

＜改訂内容＞
• 労務費、原材料費、エネルギー価格等が上昇した場合等に中⼩受託事業者からの申出があっ
たときは、遅滞なく協議に応じること、原材料費やエネルギーコストの⾼騰があった場合に
は適切なコスト増加分の全額転嫁を⽬指すこと、客観的な経済合理性⼜は⼗分な協議⼿続を
⽋く原価低減要請を⾏わないことについて明記。



建材・住宅設備産業取引ガイドライン主要改訂ポイント⑧
○取引段階ごとの対応 Ⅱ発注
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 「書⾯の交付義務」の改正内容を反映
＜改訂理由＞
• 書⾯交付義務について、書⾯の交付に代えて、電磁的⽅法により必要的記載事項の提供を⾏
うことができたのは、中⼩受託事業者から事前の承諾を得たときに限定されている。

＜改訂内容＞
• 書⾯等の交付義務について、中⼩受託事業者の承諾の有無にかかわらず、必要的記載事項を
電磁的⽅法により提供可能とする。



建材・住宅設備産業取引ガイドライン主要改訂ポイント⑨
○取引段階ごとの対応 Ⅴ⽀払
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 「⼿形払の利⽤の禁⽌」の改正内容を反映
＜改訂理由＞
• ⽀払⼿段として⼿形等を⽤いることにより、発注者が受注者に資⾦繰りに係る負担を求める
商慣習が続いている。

＜改訂内容＞
• 中⼩受託事業者の保護のためには、今般の指導基準の変更を⼀段進め、本法上の⽀払⼿段と
して、⼿形払を認めないこととする。電⼦記録債権やファクタリングについても、⽀払期⽇
までに代⾦に相当する⾦銭（⼿数料等を含む満額）を得ることが困難であるものについては
認めないこととする。

建材・住宅設備産業取引ガイドライン主要改訂ポイント⑩
○取引段階ごとの対応 Ⅶその他 １配送委託における留意点
 「物流の負担軽減・適正化、効率化に向けた取組」に係る記載を追記
＜改訂内容＞
• 「フィジカルインターネット実現会議 建材・住宅設備ワーキンググループ」において策定さ
れた「建材・設備物流における納品条件適正化に向けたガイドライン」に基づき、サプライ
チェーン関係者全体で､商慣習の⾒直し､納品条件の適正化などに取り組むことで、物流の負
担軽減・適正化を図ることが求められる旨を記載。
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 「知的財産の取扱いにおける留意点」及び「フリーランスとの取引における留意点」の項
⽬を追記

＜改訂内容＞
• 「知的財産の取引の適正化」及び「フリーランスとの取引の適正化」について明記

建材・住宅設備産業取引ガイドライン主要改訂ポイント⑪
○取引段階ごとの対応 Ⅶその他

建材・住宅設備産業取引ガイドライン主要改訂ポイント⑫
○取引段階ごとの対応 全般
 「問題となる⼜は問題となるおそれのある具体的⾏為事例」「望ましい取引慣⾏（ベストプ
ラクティス）」を追加

＜改訂内容＞
• 「Ⅰ⾒積時」「Ⅱ発注時」「Ⅴ⽀払時」「Ⅵ中⼩受託事業者に対する要請」「Ⅶその他」に
おいて、各事例を追加
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 「パートナーシップ構築宣⾔の実施及び浸透」の項⽬を追加
＜改訂内容＞
• サプライチェーン全体での価格転嫁の円滑化や取引先との共存共栄を推進するため、パー
トナーシップ構築宣⾔に係る項⽬を新設

建材・住宅設備産業取引ガイドライン主要改訂ポイント⑬
○パートナーシップ構築宣⾔の実施と浸透

 「ガイドラインの周知」の項⽬を追加
＜改訂内容＞
• サプライチェーン全体を視野に⼊れた適正取引の周知徹底の強化のため、ガイドラインの
周知に係る項⽬を新設

建材・住宅設備産業取引ガイドライン主要改訂ポイント⑭
○ガイドラインの周知


